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「改訂 版 知らなきゃトラブる！ 労働関係法の要点」
付属データ 収録内容

■労働関係様式記載例（ 形式）
事業を開始するとき

① 適用事業報告 １
労働者を雇い入れるとき

② 労働保険関係成立届 ２
③ 労働保険概算保険料申告書（新規加入時） ３
④ 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（年度更新時） ４
⑤ 雇用保険被保険者資格取得届 ５
⑥ 労働契約書 ６
⑦ 労働条件通知書（一般労働者用；常用、有期雇用型） ７
⑧ パートタイマーの労働条件通知書（短時間労働者用；常用、有期雇用型） ９
⑨ 健康診断個人票（雇入れ時）

労務管理に関する書類
⑩ 労働者名簿
⑪ 賃金台帳

就業規則を作成・変更するとき
⑫ 就業規則（変更）届
⑬ 就業規則（変更）届に添付する意見書

労働時間・休暇に関する書類
⑭ 時間外労働・休日労働に関する協定届（ 協定）

〈限度時間を超えない場合／様式９号〉
⑮ 時間外労働・休日労働に関する協定届（ 協定）

〈限度時間を超える場合（特別条項付き協定）／様式９号の２〉
⑯ フレックスタイム制に関する協定届〈清算期間が１か月を超える場合〉
⑰ 年単位の変形労働時間制に関する協定届
⑱ 年次有給休暇取得計画表（年間・月間）
⑲ 年次有給休暇管理簿
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賃金の支払いに関する書類
⑳ 賃金の口座振り込みに関する協定例
㉑ 口座振込同意書
㉒ 賃金控除に関する協定例

健康診断に関する書類
㉓ 定期健康診断結果報告書
㉔ 健康診断個人票
㉕ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

万一、労働災害などが起こってしまったとき
㉖ 労働者死傷病報告（死亡または休業４日以上の場合／休業１日以上３日以下の場合）
㉗ 療養補償給付たる療養の給付請求書
㉘ 療養給付たる療養の給付請求書
㉙ 休業補償給付支給請求書

解雇・退職に関する書類
㉚ 解雇通知書
㉛ 解雇予告除外認定申請書
㉜ 退職証明書
㉝ 雇用保険被保険者資格喪失届
㉞ 雇用保険被保険者離職証明書・離職票－１・２

年少者を雇うとき
㉟ 児童の使用許可申請書
㊱ 年少者に関する証明願の例
㊲ 児童に関する証明申請書

その他
㊳ 無期労働契約転換申込書・受理通知書
㊴ 派遣労働者の就業条件明示書

■都道府県労働局総合労働相談コーナー一覧
都道府県労働局内 総合労働相談コーナー一覧

■就業規則規程例（一般労働者用）（ 形式、別ファイル）
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賃金の支払いに関する書類
⑳ 賃金の口座振り込みに関する協定例
㉑ 口座振込同意書
㉒ 賃金控除に関する協定例

健康診断に関する書類
㉓ 定期健康診断結果報告書
㉔ 健康診断個人票
㉕ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

万一、労働災害などが起こってしまったとき
㉖ 労働者死傷病報告（死亡または休業４日以上の場合／休業１日以上３日以下の場合）
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【付属データのご利用にあたっての注意事項】
〈労働関係様式記載例について〉
●付属データの記載例で使用している各種様式の多くは、厚生労働省または都道府県労働

局のホームページで公表されているものです。
※様式記載例で使用した事業場の名称、個人名等は、すべて架空のものです。

●労働基準法施行規則の改正により行政手続における押印原則が見直され、令和 年 月
日から様式が変更されています。確認のうえご利用ください。

●労働基準法や最低賃金法に定められた申請は、「 （イーガブ）」から、電子申請を利
用して行うこともできます。詳しくは （ ）をご覧くださ
い。

◆厚生労働省と東京労働局のホームページには、労働関係の様式をダウンロードできる次
のページがあります（ 年 月 日現在）。

厚生労働省  労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー  

厚生労働省  安全衛生関係主要様式
 

 

厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

厚生労働省  労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書（労働者派遣関係の様式等）

東京労働局  様式集
 

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
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〈就業規則規程例について〉
●付属データに収録している「就業規則規程例（一般労働者用）」は、厚生労働省のホーム

ページで公表されている「モデル就業規則（令和 年 月版）」の解説部分を除いて利用
しやすい形にしたものです。

※「就業規則規程例」はあくまで例であり、就業規則の内容は事業場の実態に合ったものとしなけ
ればなりません。就業規則の作成にあたっては、各事業場で労働時間、賃金などの内容を十分検
討するようにしてください。

本規則中の下線部分などについては、法令に従い、各事業場の実情に応じて具体的な名称や数
字等を定めてください。

また、本規則は、一般の労働者への適用を想定して作成しています。パートタイム労働者や有
期雇用労働者等を雇用している場合、パートタイム労働者や有期雇用労働者等への適用の可否に
ついて必ず検討し、必要に応じて別個の就業規則を作成してください。

◆厚生労働省の「モデル就業規則」は次のページからダウンロードできます。

厚生労働省 モデル就業規則について
 

 厚生労働省「就業規則作成支援ツール」
厚生労働省の「就業規則作成支援ツール」では、「モデル就業規則」の規程例や作成

上の注意を参考にして、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基
準監督署に届出が可能な「就業規則」を作成することができます。就業規則作成支援
ツールの詳細については下記のサイトをご覧ください。

厚生労働省  就業規則作成支援ツールについて（「スタートアップ労働条件」内）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_regulation.html
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令和2  10 16

千代田区九段南
　　　　〇-〇-〇

株式会社 三沢商店

千代田区九段南
               〇-〇-〇

株式会社 三沢商店

食料品・日用品等の
販売

卸売業・小売業

34,095

株式会社 三沢商店
代表取締役

　三沢正造

102-0074

2 10 14
10 142

10

中央

1 0 0 0 7 42 チヨタ 　ク

クタ　ンミナミ  

〇 〇 〇－ －

千 代 田 区

九 段 南

〇 － 〇 － 〇

0 3 3 8 4 7 〇 〇 〇 〇

1 0

株 式 会 社

三 沢 商 店

9 0 2 1 0 1 4

1 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

03 3847 〇〇〇〇

カフ シキカ イシャ

ミサワショウテン

0

（元号：平成は7、令和は９）

（元号：平成は7、令和は９）

（元号：平成は7、令和は９）

労働保険関係成立届（OCR様式）2
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卸売業・小売業

102  0074 03

102-0074

東京都千代田区九段南〇-〇-〇
東京都千代田区九段南〇-〇-〇 株式会社 三沢商店

千代田区九段南〇-〇-〇

株式会社 三沢商店

代表取締役　三沢 正造

株式会社 三沢商店 代表取締役　三沢 正造

0 2

2 10 16

1 0 1 0

3 4 0 9 5

3 4 0 9 5

3 8 0 2 0 5

1 0 2 2 8 5

2 7 7 9 2 0

380,205380,205

3 8 0 2 0 5

1

3 2 1 5

3 0 8 8 0 9.00

3.00

1

1 3 1 0 1 3 0 4 7 1 1 0 0 0

2 10 14 3 3 31

令和元年10月16日

0 0 0

0 2 1

3 8 0 2 0 5

3847 〇〇〇〇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

令和

令和 令和

令和 令和

令和

令和

（元号：平成は7、令和は９） （元号：平成は7、令和は９） （元号：平成は7、令和は９）

1 3 1 0 1 3 0 4 7 1 1

労働保険概算保険料申告書（OCR様式）
（新規加入時）

3
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卸売業・小売業

112 0004

１１２－０００４

03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

東京都文京区後楽〇-〇-〇
東京都文京区後楽〇-〇-〇 株式会社 フラワーマート

東京都文京区後楽〇－〇－〇

株式会社 フラワーマート

株式会社 フラワーマート 代表取締役　小出 文佳

2 6 12

1 5 1 3

5 6 7 6 5

5 4 1 5 1

7 8 4 0

4 6 3 1 1

5 6 7 6 5

5 6 7 6 5

5 4 1 5 1

5 8 7 0 9 4

1 7 0 2 9 5

7 0 5 6 0

4 1 6 7 9 9

1 1 3 5

4 1 6 7 9 9

5 8 7 0 9 4

1 7 0 2 9 5

1,135 207,342

195,698

195,698

195,698

195,698 10,509

195,698

2 0 6 2 0 7

206,207

3

7 8 4 0

4 6 3 1 1

2

1 1 3 5

2 0 7 3 4 2

3.00

9.00

9.00

0.02

12.00

12.00

3.00

9.00

576,585

〇〇〇〇 〇〇〇〇

0 2

7 3 1 7 3 1

6 2

0 2 1

0 1

30 4 1 31 3 31

31 4 1 2 3 31

9801 50

10,509

令和

令和

令和

令和

令和

（元号：平成は7、令和は９） （元号：平成は7、令和は９） （元号：平成は7、令和は９）

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（OCR様式）
（年度更新時）

4



5

畑野　守

文京区後楽〇-〇-〇 2

飯田橋

10 7

株式会社 東都ビル管財

株式会社 東都ビル管財

03-5803-9999

ハタノ マモル

1

1 4

3

0

5 5

5

5 0

0 0 00

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

9

9

9

1

1

1

11
1
21

2 1 1

7 8 8 8 8 2

2 2

3

2 2 2 2 3

3

2

2 3 4 1 2 3 4

4 4

5 6 0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8

雇用保険被保険者資格取得届5
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ナガタ ケンスケ

永田　謙介 男 平成5 7 18

大阪府大阪市生野区生野西〇-〇-〇　メゾンパーク〇号

4 1
3 31

令和3
令和4

本社工場

自動車部品製造

30
00

8
5

毎週土曜日、日曜日及び
国民の祝日

時間外労働、休日労働協定
の範囲内であり
法定の年次有給休暇
夏期休暇（8/11～15）
年末・年始休暇（12/29～1/3）

・自己都合による退職の場合は、少なくとも2週間前に申し出ること。
・その他退職・解雇に関する事項は、就業規則に定めるところによる。

法定費目及び労使協定
で定められた費目

本人の実績、会社の業績
を考慮の上決定する。

なんばモービル株式会社
代表取締役　藤森　拓郎

230,000円
5,000円

子１人につき　3,000円
精勤 3,000円
職能 7,000円
住宅 12,000円

実費

20
25

令和3

永田　謙介

60

4 1

労働契約書6



7

                                                                

  
 

 
 

 

1 5

1  

2  

     
     
     
  3  

 
 

                    
4  
5   

 

 

安 田 秀 隆 株式会社ネオ・ホーム
兵庫県神戸市中央区三宮町〇-〇-〇
代表取締役　長峰　治

令和3 3 25

本社事務所

不動産販売営業

9　　00 17　　00

22
60

水

23 24

25 29

10

育児・介護休業
慶弔休暇

18

第１・第３土曜日、夏季・年末年始休暇は会社カレンダーによる）

労働条件通知書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
PDF形式 �https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/

kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
Word形式 �https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/

kaisei/dl/youshiki_01a.doc

7

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.doc
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.doc
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220,000

業績に応じ、就業規則第36条に規定する等級表に従い、報奨金を
支給する。

皆勤

銀行振込

3,000 毎月遅刻・欠勤のない場合に別途支給
就業規則第34条による
通勤定期代の実費

住宅 10,000
通勤 8,950

25
50

0
35 25

25
上記1～3
の賃金

末〃

毎年4月、会社の業績を考慮の上、決定
勤務査定等を考慮の上、
年2回（7月・12月）支給
退職金規程の定める
ところによる

48 56

20

60
65

14

就業規則による
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1 5

1  

2  

     
     
     
  3  

 
 

                    
4  
5   

 
 

 

 
 

 
 

 

桜田伊代子 令和3
スギタ食品加工株式会社
宮崎県宮崎市大坪町〇-〇
代表取締役　杉田　栄次郎

本店工場

食品加工・惣菜パック詰め作業

8 　　 00 14 　　 00

28 31
45

土・日 8/11～15、12/28～1/3

5

生理休暇、育児・介護休暇
46 51

３日
37 39

慶弔休暇

2 4 1 3 3 31

2 6 60

14

パートタイマーの労働条件通知書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
PDF形式 �https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/

kaisei/dl/youshiki_02.pdf
Word形式 �https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/

kaisei/dl/youshiki_02.doc

8

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.doc
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.doc


10

   

 

    

    

  
10

 

 
 

 

  

950

通勤 7,350 通勤定期代の実費

25
35

20

25
50

25
25
上記1～3
の賃金
〃 末
銀行振込

業績等を考慮の上、年2回（7月・12月）支給

就業規則に定めるところによる

パートタイマー就業規則

総務部 人事課長 藤本 崇 0985（50）○○○○
内線　5386

65

14

57 60

毎年4月、業績等を考慮の上、決定
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様式第5号(第51条関係)(1) 

健 康 診 断 個 人 票 (雇 入 時) 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g ／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
G O T   (I U ／ l)   

G P T   (I U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T P   (I U ／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

尿 検 査 糖 －＋  

蛋 白 －＋  身 長  (cm)   

体 重  (kg)   心 電 図 検 査   

B M I   

腹 囲  (cm)   そ の 他 の 法 定 検 査   

視 力 右 (       ) 

左 (       ) そ の 他 の 検 査   

聴 力 右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

医 師 の 診 断   

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

健康診断を実施した医師の氏名    

医 師 の 意 見   

胸部エックス線検査 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 No． 

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名     

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断   

歯科医師による健康診断を実施した

歯科医師の氏名         

  

備 考   歯 科 医 師 の 意 見   

意見を述べた歯科医師の氏名    

備 考 

 1 労働安全衛生規則第43条、第47条若しくは第48条の雇入時の健康診断又は労働安全衛生法第66条第4項の健康診断を行つたときに

用いること。 

 2 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

長(m)　身

重(kg)　体
 

 3 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 4 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の健康診断のうち、それぞれ

の該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 5 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 6 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記入するこ

と。 

 7 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 8 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について歯科

医師の意見を記入すること。 

たん 

森田　修 　  　    　    
44

経理事務21年

172
63
22.0

1.0
1.0

　　 　　

120（80）
15-0
490
25
22
24
83
57
85
90

北野　博
良好

正常

001217

78

なし

なし

なし

1243

219昭和51 令和3 4 12

健康診断個人票（雇入れ時）
◆様式ダウンロード（厚生労働省「労働安全衛生規則関係様式」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/content/000664769.docx

9

https://www.mhlw.go.jp/content/000664769.docx
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古
川
　
亮

男

平
成
２
年

11
月
18
日

販
売
営
業

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
南
区
葛
原

〇
-〇
〇
-〇
〇

令
和
３
年
１
月
20
日

平
成
25
年
４
月
１
日

自
己
都
合
退
職

平
成
25
年
３
月
、○
○
大
学
卒
業

平
成
25
年
４
月
、○
○
興
業
入
社

令
和
３
年
１
月
、自
己
都
合
に
よ
り
退
職

労働者名簿
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
PDF形式 �https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf

10

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf
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通
勤

4/
21
～
5/
20 19

17
0 0 18 0

32
3,
50
6

37
,2
06

17
,3
00

10
,0
00

27
,0
00

12
,0
00

22
18
6 0 10 0

30
6,
97
0

32
3,
50
6

14
,9
40

26
,7
42

1,
29
4

42
,9
76

28
0,
53
0

6,
97
2

13
,5
00

20
,4
72

26
0,
05
8

30
6,
97
0

20
,6
70

22
0,
00
0

22
0,
00
0

17
,3
00

10
,0
00

27
,0
00

12
,0
00

0
0

0
0

5/
21
～
6/
20

家
族
職
能
住
宅

前 田 洋 治 企 画 営 業 部 営 業 職男

5 25

14
,9
40

26
,7
42

1,
22
8

42
,9
10

26
4,
06
0

6,
61
6

13
,5
00

20
,1
16

24
3,
94
4

6 25

賃金台帳
◆様式ダウンロード（東京労働局「様式集」より）
PDF形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/19.pdf
Excel形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/19.xls

11

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/19.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/19.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/19.xls
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/19.xls
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就業規則（変更）届 
 

  年  月  日 

 
 労働基準監督署長 殿 

 

 

 今回、別添のとおり当社の就業規則を制定・変更いたしましたので、

意見書を添えて提出します。 

 

 主な変更事項 

条文 改  正  前 改  正  後 
   

 

 

労働保険番号        
都道府県 所轄 管轄 基 幹 番 号 枝 番 号 被一括事業番号 

                  

ふ り が な 
事 業 場 名        

 
 

所 在 地         ℡  

使用者職氏名   ㊞ 

業種・労働者数  企 業 全 体 
事業場のみ 

人 
人 

前回届出から名称変更があれば旧名称 
また、住所変更もあれば旧住所を記入。 

 
 

 

 

中　央

コウエイ管財株式会社千代田営業所

東京都千代田区九段南〇-〇-〇 03（3518）〇〇〇〇

40
13

代表取締役　浜田  義弘

ビル管理業

1 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 3
こうえいかんざいかぶしきがいしゃちよだえいぎょうしょ

第〇条

令和2 9 13

1日の労働時間は8時間とし、
始業・終業の時刻を次のとおり
とする。
　始業時刻：午前9時
　終業時刻：午後6時

1日の労働時間は7時間30分
とし、始業・終業の時刻を次の
とおりとする。
　始業時刻：午前9時
　終業時刻：午後5時30分

就業規則（変更）届
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/25.docx

12

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/25.docx
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意  見  書 
 

 年  月  日 

 

 

  
殿 

 

 
  年  月  日付をもって意見を求められた就業規則案 

について、下記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の 

 
労働者の過半数を代表する者の選出方法（ 

職名 
氏名 
           

 
㊞ 
） 

令和2 9 10

代表取締役　浜田義弘

令和2 8 26

　提示された就業規則案におおむね賛成ですが、完全週休2日制の
導入を希望します。

現場監督主任

投票による選挙

コウエイ管財 株式会社

赤城源三

就業規則（変更）届に添付する意見書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/25.docx

13

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/25.docx
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様
式
第
９
号
（
第

16
条
第
１
項
関
係
）
 

 
協
定
の
成
立
年
月
日

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）
の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
 
職
名
 

氏
名
 

 
協
定
の
当
事
者
（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）
の
選
出
方
法
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
☐
 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

 
 
 

 
上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第

2
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
 

る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
☐
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使
用
者
 
職
名
 

氏
名
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

労
働
保
険
番
号
 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
 

都
道
府
県
 

 
所
掌
 
 
 
 管
轄

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
基
幹
番
号
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 枝
番
号
 
 
 
 
 
  
 
被
一
括
事
業
場
番
号
 

法
人
番
号
 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
 

事
業
の
種
類
 

事
業
の
名
称
 

事
業
の
所
在
地
（
電
話
番
号
）
 

協
定
の
有
効
期
間
 

 
 

（
〒

 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
）
 

 

（
電
話
番
号
：
 
 
－

 
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

 

    

時
 

間
 

外
 

労
 

働
 

  

 
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
 

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由
 

業
務
の
種
類
 

労
働
者
数
 

(
満

1
8
歳

以
上
の
者
)

 所
定
労
働
時
間

（
１
日
）

 

（
任
意
）
 

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数
 

１
日
 

１
箇
月
（
①
に
つ
い
て
は

4
5
時
間
ま

で
、
②
に
つ
い
て
は

4
2
時
間
ま
で
）
 

１
年
（
①
に
つ
い
て
は

3
6
0
時
間
ま

で
、
②
に
つ
い
て
は

3
2
0
時
間
ま
で
）
 

起
算
日
 

(
年
月
日
)
 
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 
 
 

（
任
意
）
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 

（
任
意
）
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 

（
任
意
）
 

①
 
下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
 
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

休
 

日
 

労
 

働
 

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由
 

業
務
の
種
類
 

労
働
者
数
 

(
満

1
8
歳

以
上
の
者
)

 

所
定
休
日
 

（
任
意
）
 

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
 

法
定
休
日
の
日
数

 

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定
 

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、
1
箇
月
に
つ
い
て

1
00
時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て

80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。
☐

 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

 
 

時
間
外
労
働

 
休
日
労
働

 
 に
関
す
る
協
定
届

 
 
 

機
械
器
具
製
造
業

令
和
3
年
6
月
1
日

か
ら
1
年
間

3
4
1
0
2
9
8
7
6
5
4
0
0
0 令
和
3
年
6
月
1
日

取
引
先
の
都
合
等
臨
時
の
必
要
が
ある
場
合

月
末
締
め
作
業
・
棚
卸
し
の
た
め

臨
時
の
受
注
、納
期
変
更
の
場
合

取
引
先
の
都
合
等
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合

臨
時
の
受
注
、
納
期
の
変
更
の
場
合

営
業

機
械
組
立

3
人

12
人

土
日
祝
日

土
日
祝
日

1
か
月
に
1
日

1
か
月
に
1
日

8：
30
～
17
：
30

8：
30
～
17
：
30

製
造
部
門
主
任

村
瀬
  行
雄

代
表
取
締
役
社
長

服
部
  英
一

投
票
に
よ
る
選
挙

呉令
和
3

5
17

令
和
3

5
19

営
業

経
理

機
械
組
立

3
人
2
人

12
人

7.
5
時
間

7.
5
時
間

7.
5
時
間

3
時
間

2
時
間

3
時
間

3.
5
時
間

2.
5
時
間

3.
5
時
間

30
時
間

15
時
間

20
時
間

40
時
間

25
時
間

30
時
間

25
0
時
間

15
0
時
間

20
0
時
間

37
0
時
間

27
0
時
間

32
0
時
間

ハ
ッ
ト
リ
工
業
株
式
会
社

広
島
県
呉
市
阿
賀
中
央
〇
-〇
-〇

08
23

73
7

00
03

〇
〇

〇
〇
〇
〇

1
0
9

1
0
9

5
4
3
2

8
7
6

時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）
〈限度時間を超えない場合／様式９号〉
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new_youshiki09.docx
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様
式
第
９
号
の
２
（
第

16
条
第
１
項
関
係
）
 

          

労
働
保
険
番
号
 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
 

都
道
府
県
 

 
所
掌
 
 
 
 管
轄

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
基
幹
番
号
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 枝
番
号
 
 
 
 
 
  
 
被
一
括
事
業
場
番
号
 

法
人
番
号
 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
 

事
業
の
種
類
 

事
業
の
名
称
 

事
業
の
所
在
地
（
電
話
番
号
）
 

協
定
の
有
効
期
間
 

 
 

（
〒

 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
）
 

 

（
電
話
番
号
：
 
 
－

 
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

 

    

時
 

間
 

外
 

労
 

働
 

  

 
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
 

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由
 

業
務
の
種
類
 

労
働
者
数
 

(
満

1
8
歳

以
上
の
者
)

 所
定
労
働
時
間

（
１
日
）

 

（
任
意
）
 

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数
 

１
日
 

１
箇
月
（
①
に
つ
い
て
は

4
5
時
間
ま

で
、
②
に
つ
い
て
は

4
2
時
間
ま
で
）
 

１
年
（
①
に
つ
い
て
は

3
6
0
時
間
ま

で
、
②
に
つ
い
て
は

3
2
0
時
間
ま
で
）
 

起
算
日
 

(
年
月
日
)
 
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 
 
 

（
任
意
）
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 

（
任
意
）
 

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
 

（
任
意
）
 

①
 
下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
 
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

休
 

日
 

労
 

働
 

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由
 

業
務
の
種
類
 

労
働
者
数
 

(
満

1
8
歳

以
上
の
者
)

 

所
定
休
日
 

（
任
意
）
 

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
 

法
定
休
日
の
日
数

 

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定
 

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、
１
箇
月
に
つ
い
て

1
00
時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て

80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。
☐

 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

 
 

時
間
外
労
働

 
休
日
労
働

 
 に
関
す
る
協
定
届

 
 
 

金
属
製
品
製
造
業

令
和
3
年
6
月
1
日

か
ら
1
年
間

受
注
の
集
中

受
注
の
集
中

臨
時
の
受
注
、
納
期
変
更

設
計

機
械
組
立

10
人

20
人

土
日
祝
日

土
日
祝
日

1
か
月
に
1
日

1
か
月
に
1
日

8：
30
～
17
：
30

8：
30
～
17
：
30

設
計

10
人
7.
5
時
間

3
時
間

3.
5
時
間

30
時
間

40
時
間

25
0
時
間
37
0
時
間

製
品
不
具
合
へ
の
対
応

検
査

10
人
7.
5
時
間

2
時
間

2.
5
時
間

15
時
間

25
時
間

15
0
時
間
27
0
時
間

臨
時
の
受
注
、
納
期
変
更

機
械
組
立

20
人
7.
5
時
間

2
時
間

2.
5
時
間

15
時
間

25
時
間

15
0
時
間
27
0
時
間

月
末
の
決
算
事
務

経
理

5
人

7.
5
時
間

3
時
間

3.
5
時
間

20
時
間

30
時
間

20
0
時
間
32
0
時
間

棚
卸

購
買

5
人

7.
5
時
間

3
時
間

3.
5
時
間

20
時
間

30
時
間

20
0
時
間
32
0
時
間

越
後
金
属
工
業
株
式
会
社
　
長
岡
工
場

新
潟
県
長
岡
市
金
町
1-
2-
3

02
58

94
0

02
21

52
99
99

1
5
1
0
2
1
2
3
4
5
6

1
2
3

1
2
3

7
8
9
0

4
5
6

0
0
0 令
和
3
年
6
月
1
日

［
１
枚
目
］

時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）
〈限度時間を超える場合（特別条項付き協定）／様式９号の２〉
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
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様
式
第
９
号
の
２
（
第

16
条
第
１
項
関
係
）
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

協
定
の
成
立
年
月
日

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）
の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
 
職
名
 

氏
名
 

 
協
定
の
当
事
者
（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）
の
選
出
方
法
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
☐
 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

 

 
上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手

続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
☐
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使
用
者
 
職
名
 

氏
名
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
 

業
務
の
種
類
 

労
働
者
数
 

(
満

1
8
歳

以
上
の
者
)
 

１
日
 

（
任
意
）
 

１
箇
月
 

（
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
。
1
0
0
時
間
未
満
に
限
る
。
）
 

１
年
 

（
時
間
外
労
働
の
み
の
時
間
数
。

 

 
 
 
7
2
0
時
間
以
内
に
限
る
。
）
 

起
算
日
 

(
年
月
日
)
 

 

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

 

限
度
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
回
数

（
６
回
以
内
に
限
る
。
）
 

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

 

及
び
休
日
労
働
の
時
間
数

 

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

 

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

 

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

 

法
定
労
働
時
間
を

 

超
え
る
時
間
数
 

所
定
労
働
時
間
を

 

超
え
る
時
間
数
 

 
 
 
（
任
意
）

 

法
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

 

所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

 

 
 
 
 
（
任
意
）

 

法
定
労
働
時
間
を

 

超
え
る
時
間
数
 

所
定
労
働
時
間
を

 

超
え
る
時
間
数
 

 
 
 
（
任
意
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続
 

  

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び
 

福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 

（
該
当
す
る
番
号
）

 
   

（
具
体
的
内
容
）

 

  

 
上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、
１
箇
月
に
つ
い
て

1
00
時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て

80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。
☐

 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

 
 

時
間
外
労
働

 
休
日
労
働

 
 に
関
す
る
協
定
届
（
特
別
条
項
）
 
 
 

令
和
3
年
6
月
1
日

突
発
的
な
仕
様
変
更
、
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入

検
査
課
主
任

永
井
  明
夫

工
場
長

山
本
  俊
幸

投
票
に
よ
る
選
挙

長
岡令
和
3

5
12

令
和
3

5
14

設
計

10
人

4
回

6
時
間

6.
5
時
間

60
時
間

70
時
間

35
％

55
0
時
間
67
0
時
間

35
％

製
品
ト
ラ
ブ
ル
・
大
規
模
な
ク
レ
ー
ム
へ
の
対
応

検
査

20
人

3
回

6
時
間

6.
5
時
間

60
時
間

70
時
間

35
％

50
0
時
間
62
0
時
間

35
％

機
械
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応

労
働
者
代
表
者
に
対
す
る
事
前
申
し
入
れ

①
、③
、⑩

対
象
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
、
対
象
労
働
者
に
11
時
間
の

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、
職
場
で
の
時
短
対
策
会
議
の
開
催

機
械
組
立

10
人

3
回

6
時
間

6.
5
時
間

55
時
間

65
時
間

35
％

45
0
時
間
57
0
時
間

35
％

［
２
枚
目
］
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
株
式
会
社
ソ
フ
ト
セ
ン
ト
ラ
ル

東
京
支
社

営
業

開
発

10
人

30
人

3
箇
月

4月
1日
、7
月
1日
、1
0月
1日
、1
月
1日

7
時
間
×
所
定
労
働
日
数

午
前
6
時

午
前
10
時

午
後
3
時

午
後
7
時

午
前
10
時

7
時
間

午
後
3
時

新
宿
区
百
人
町
〇
-〇
-〇

10
0
人

令
和
3
年
6
月
1
日

か
ら
1
年
間

03
33
61

〇
〇
〇
〇

16
9

00
73

首
都
圏
営
業
部
係
長

菊
池
勇
一
郎

代
表
取
締
役
社
長

平
松
智
也

投
票
に
よ
る
選
挙

新
宿令
和
3

5
17

令
和
3

5
19

フレックスタイム制に関する協定届〈清算期間が１か月を超える場合〉
◆様式ダウンロード（東京労働局「様式集」より）
PDF形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000789892.pdf
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様
式
第
４
号
(
第

12
条
の
４
第
６
項
関
係

) 

１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
届
 

事
業

の
種

類
 
事

業
の

名
称
 

事
業

の
所

在
地

(電
話

番
号
）
 
常
時
使
用
す
る
労
働

者
数
 

 
 

 
 

 
 

人
 

該
当
労
働
者
数

(
満

1
8歳
未
満
の
者
) 

対
象
期
間
及
び
特
定
期
間

(
起

算
日

)  
対
象
期
間
中
の
各
日
及
び
各
週
の

労
働
時
間
並
び
に
所
定
休
日
 

対
象
期
間
中
の
１
週
間
の
平
均
労

働
時
間
数
 

協
定
の
有
効
期
間
 

人
 

(
 
 
 
 
 
 
 
人

) 
 

 
(
別
紙

) 
 
 
 
 
 
時
間
 
 
 
 
 
分
 
 

 

労
働
時
間
が
最
も
長
い
日
の

労
働

時
間

数
(
満

1
8
歳
未
満
の
者

)  

 
 
時
間

 
 
分
 

(
 

 
時
間
 

 
分

) 

労
働
時
間
が
最
も
長
い
週
の

労
働

時
間

数
(
満

1
8
歳
未
満
の
者

) 

 
 
時
間

 
 
分
 

(
 

 
時
間
 

 
分

) 
対
象
期
間
中
の

総
労
働
日
数
 

日
 

労
働
時
間
が

4
8
時
間
を
超
え
る
週
の
最
長

連
続
週
数
 

週
 
対
象
期
間
中
の
最
も
長
い
連
続
労
働
日
数
 

日
間
 

対
象
期
間
中
の
労
働
時
間
が
48
時
間
を
超

え
る
週
数
 

週
 
特
定
期
間
中
の
最
も
長
い
連
続
労
働
日
数
 

日
間
 

 
 旧

協
定

の
対

象
期

間
 
 

 
旧
協
定
の
労
働
時
間
が
最
も
長
い
日
の
労

働
時
間
数
 

 
 
時
間

 
 
 
分
 

旧
協
定
の
労
働
時
間
が
最
も
長
い
週
の
労

働
時
間
数
 

 
 

 
時
間
 
 
 
分
 
旧
協
定
の
対
象
期
間
中
の
総
労
働
日
数

 
日

 

 
 
協
定
の
成
立
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

 
 
日
 

 
 
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）
の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

 
職
名
 

氏
名
 

 
 
協
定
の
当
事
者
(労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合

)の
選
出
方
法
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働

者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
☐
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
☐
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日

 

使
用
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 
職
名
 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
記
載
心
得
 

１
 
労
働
基
準
法
第
60
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
満
1
8歳
未
満
の
者
に
変
形
労
働
時
間
制
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、「
該
当
労
働
者
数
」、
「
労
働
時
間
が
最
も
長
い
日
の
労
働
時
間
数
」
及
び
「
労
働
時
間
が
最
も
長

い
週
の
労
働
時
間
数
」
の
各
欄
に
括
弧
書
き
す
る
こ
と
。
 

２
 
「
対
象
期
間
及
び
特
定
期
間
」
の
欄
の
う
ち
、
対
象
期
間
に
つ
い
て
は
当
該
変
形
労
働
時
間
制
に
お
け
る
時
間
通
算
の
期
間
の
単
位
を
記
入
し
、
そ
の
起
算
日
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と
。
 

３
 
「
対
象
期
間
中
の
各
日
及
び
各
週
の
労
働
時
間
並
び
に
所
定
休
日
」
に
つ
い
て
は
、
別
紙
に
記
載
し
て
添
付
す
る
こ
と
。
 

４
 
「
旧
協
定
」
と
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
12
条
の
４
第
３
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

５
 
協
定
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
は
そ
の
労
働
組
合
と
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
協
定
す
る
こ
と
。
な

お
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す

る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
の
要

件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
有
効
な
協
定
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
当
該
要
件
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に
は
、
届
出
の
形

式
上
の
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

６
 
本
様
式
を
も
つ
て
協
定
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
協
定
の
当
事
者
た
る
労
使
双
方
の
合
意
が
あ
る
こ
と
が
、
協
定
上
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
〇
-〇
-〇
（
電
話
〇
〇
〇
-〇
〇
〇
〇
）

一
般
機
械
器
具
製
造
業

１
年
（
令
和
3
年
6
月
1
日
）

特
定
期
間
　
12
月
6
日
～
12
月
17
日

令
和
3年
6月
1日

か
ら
1年
間

（
別
紙
-略
）

フ
ァ
ー
ス
ト
テ
ク
ニ
カ
ル
株
式
会
社

15
0

12
0

51
00

25
3 25
3

6

8
30

10

8

2 7

51
00

１
年

令
和
3

5
17

令
和
3

仙
台

5
18

30

47
37

製
造
第
二
課
　
係
長

神
崎
　
弘

投
票
に
よ
り
選
出

フ
ァ
ース
ト
テ
ク
ニ
カ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

伊
達
　
公
信

１年単位の変形労働時間制に関する協定届
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new05.docx

17

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new05.docx
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菊
　
池
　
太
　
郎

谷
　
本
　
良
　
一

広
　
岡
　
香
　
子

宮
　
本
　
紀
　
夫

大
　
田
　
　
　
恵

堀
　
田
　
健
　
二

島
　
田
　
雅
　
之

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20
20
/4
/1

20 20 18 16 16 14 12

20
2
日

（
4/
27
～
4/
30
の
う
ち
2日
）

2
日

（
4/
27
、
4/
28
）

2
日

（
4/
8、
4/
30
）

2
日

（
4/
8、
4/
30
）

3
日

（
4/
6、
4/
7、
4/
8）

2
日

（
4/
6、
4/
7）

1
日

（
4/
13
）

1
日

（
4/
13
）

2
日

（
4/
20
、
4/
27
）

2
日

（
4/
20
、
4/
27
）

1
日

（
下
旬
に
1
日
予
定
）

2
日

（
4/
27
、
4/
28
）

1
日

（
4/
8）

1
日

（
4/
8）

2
日

（
5/
1、
5/
7）

2
日

（
5/
1、
5/
25
）

2
日

（
5/
1、
5/
7）

2
日

（
5/
1、
5/
7）

1
日

（
5/
1）

1
日

（
5/
1）

2
日

（
5/
7、
5/
8）

2
日

（
5/
7、
5/
8）

2
日

（
5/
1、
5/
7）

2
日

（
5/
1、
5/
7）

3
日

（
5/
1、
5/
2、
5/
7）

3
日

（
5/
1、
5/
7、
5/
8）

2
日

（
5/
7、
5/
8）

2
日

（
5/
7、
5/
8）

2
日

（
中
旬
に
2
日
予
定
）

2
日

（
6/
15
、
6/
16
）

2
日

（
6/
5、
6/
26
）

2
日

（
6/
5、
6/
26
）

2
日

（
下
旬
に
2
日
予
定
）

2
日

（
6/
26
、
6/
29
）

3
日

（
6/
15
、
6/
16
、
6/
17
）

3
日

（
6/
22
、
6/
23
、
6/
24
）

2
日

（
中
旬
に
2
日
予
定
）

2
日

（
6/
17
、
6/
18
）

2
日

（
下
旬
に
2
日
予
定
）

2
日

（
6/
26
、
6/
29
）

1
日

（
中
旬
に
1
日
予
定
）

1
日

（
6/
11
）

20 18 16 16 14 126 6 5 6 6 7 4

年次有給休暇取得計画表（年間）18
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斉
藤
　
誠

日
月
火
水 〇

木 〇

金
土

火 〇

水
木 〇

金
土

日

2
第
１
営
業

9

月 〇

火 〇

水
木
金

〇
〇

土
日
月

〇
〇

火
水
木 〇

金

〇〇
〇

〇
〇

〇

土
日
月

〇
〇

〇
〇

火
水

山
下
健
二

阿
部
智
之

武
井
は
る
か

大
谷
信
夫

尾
山
千
尋

沢
井
美
雪

江
原
　
治

菅
井
高
志

藤
下
清
一

黒
田
翔
子

大
西
み
ど
り

宮
本
　
聖

近
藤
　
巧

年次有給休暇取得計画表（月間）
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第
3
営
業
部

森
山
  健
治

令
和
2

令
和
2

5
1
令
和
2
11

1

令
和
2

㊞ ㊞ ㊞
㊞㊞㊞

㊞㊞㊞
11

10

令
和
2

12
15

令
和
3

1
6

令
和
2

11
10

令
和
2

12
15

令
和
3

1

1 1 10 0 0

9 8 70
11
5

12
10

12
25

0 0
6令
和
2

11
1

令
和
3

10
10

10
0

31

年次有給休暇管理簿19
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賃 金 の 口 座 振 込 に 関 す る 協 定 書 

 
 
 
             と、             は、従業員の賃金の口

座払いに関し、次のとおり協定する。  

1.               は従業員各人の同意を得て、本人の口座に賃金を

振り込むことができる。  

2. 口座払の対象となる従業員は全ての者とする。  

3. 口座払の対象とする賃金は、                   とし、  
その金額は、各人の申出た額とする。  

4. 口座払は、    年    月    日以降実施する。  

5. 口座払を行う金融機関等の範囲は、              とする。  

6. 本協定は、両当事者調印の日から効力を生じ、何れかの当事者が    日前に

文書による破棄の通告をしない限り効力を存続する。  
 

年   月   日  
 
 
 
 
 
 

使用者職氏名       ○印  

 

 

 

過半数で組織する労働組合又は 

労働者の過半数を代表する者     ○印  
 

 
 

いずみや物産　株式会社 従業員代表　江波高志

いずみや物産　株式会社

定期賃金・賞与・退職金

〇〇銀行又は〇〇信金の各支店

90

令和3 3 15

令和3 4 1

いずみや物産　株式会社

江波　高志

代表取締役　和泉　基雄

賃金の口座振り込みに関する協定例20
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いずみや物産 株式会社

100,000
100,000

〇〇銀行　〇〇支店
普通預金
〇〇〇〇〇〇〇
深見　知代

4令和3

令和3 3 15

いずみや物産 株式会社
総務部長

住所　札幌市中央区北一条西〇-〇-〇
　　　グランパーク　〇号

営業部
深見　知代

口座振込同意書
◆様式ダウンロード（東京労働局「様式集」より）
PDF形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/21.pdf
Word形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/21.doc

21

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/21.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/21.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/21.doc
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/21.doc
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     (1) 
     
     (2) 
     
     (3) 
     
     (4) 
 
     (5) 
 

               
 

      
 

 
 
                              
 
 
                                                                   
 
 
                                                                     

いずみや物産　株式会社 従業員代表　江波高志

いずみや物産　株式会社 25

社宅費

会社貸付金の割賦返済金（元本及び利子）

親睦会費

財形貯蓄の積立金

購買代金

令和3 4 1

90

令和3 3 15

いずみや物産　株式会社
代表取締役　和泉　基雄

江波　高志

賃金控除に関する協定例
◆様式ダウンロード（東京労働局「様式集」より）
PDF形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/20.pdf
Word形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/20.doc

22

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/20.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/20.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/20.doc
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/20.doc
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9 3 9 3 0 5 1 84 5 1

印刷業 株式会社 中央印刷社

103-0027
東京都中央区日本橋〇-〇-〇 03 〇〇〇〇　〇〇〇〇

日本橋健診センター

東京都中央区日本橋〇-〇-〇

5 6

5 6

5

5

5 5

5

2

2

1

5

5

5

5

55

2

92 0

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

5 6

令和3 6 20

中央

中央病院　東京都中央区日本橋10-20-30

株式会社 中央印刷社

中央 太郎

代表取締役　加納  清一

1 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

定期健康診断結果報告書（OCR様式）23
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様式第5号(第51条関係) (2) (表面) 

健 康 診 断 個 人 票 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 雇 入 年 月 日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

健 診 年 月 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

他 の 法 定 特 殊 健 康 診 断 の 名 称           

業 務 歴           

既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

身 長     (cm)           

体 重     (kg)           

B M I           

腹 囲     (cm)           

視 力 右 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

左 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

聴 力  右     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

 左     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

検 査 方 法 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 

胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

喀
かく

 痰
たん

 検  査 
          

血 圧     (mmHg)           

貧 血

検 査 
血 色 素 量  (g ／ d l)           

赤 血 球 数  (万／mm3)           

肝機能

検 査 
G O T    (I U ／ l)           

G P T    (I U ／ l)           

γ ― G T P    (I U ／ l)           

血中脂

質検査 
LDLコレステロール(mg／ dl)           

HDLコレステロール(mg／ dl)           

トリグリセライド(mg／ dl)           

血 糖 検 査  (mg／ dl)           

尿検査 糖 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

蛋
たん

白 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

心 電 図 検 査           

大久保　隆生  　   　　     　　

 　 　

43 44 45

 　 　  　　

営業18年 営業19年 営業20年

なし なし なし

なし なし なし

なし なし なし

172.5
62.0
20.8
76.3

172.5
63.2
21.2
78.2

172.5
62.5
21.0
76.9

001316 001582 002105

120（80）
14.8
490
25
22
24
83
57
85
90

128（81）
15.2
488
27
25
28
91
55
82
88

123（84）
14.7
485
29
27
28
88
60
90
96

異常なし 異常なし 異常なし

平成10 4 1昭和50 5 9

元 4 19 2 4 20 3 4 18

元 4 19 2 4 20 3 4 18

0.2　0.9
0.2　1.0

0.2　0.9
0.2　0.8

0.2　1.0
0.3　1.0

健康診断個人票
◆様式ダウンロード（厚生労働省「労働安全衛生規則関係様式」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/content/000664795.docx

24

https://www.mhlw.go.jp/content/000664795.docx


29

様式第5号(第51条関係) (2) (裏面) 

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

そ の 他 の 法 定 検 査           

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名            

医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名            

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断           

歯科医師による健康診断を実施した

歯科医師の氏名         

          

歯 科 医 師 の 意 見           

意見を述べた歯科医師の氏名            

備 考           

備考 

 1 労働安全衛生規則第44条、第45条、第47条若しくは第48条の健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の健康診断(雇

入時の健康診断を除く。)又は同法第66条の2の健康診断を行つたときに用いること。 

 2 「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになつてい

る法定の健康診断がある場合に、次の番号を記入すること。 

   (1．有機溶剤  2．鉛  3．四アルキル鉛  4．特定化学物質  5．高気圧作業  6．電離放射線  7．石

綿  8．じん肺) 

 3 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

身長(m)

体重(kg)
 

 4 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 5 「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は1に、オージオメーター以外による場合は2に

丸印をつけること。なお、労働安全衛生規則第44条第4項の規定により医師が適当と認める方法により行つた聴力の検

査については、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの区分をせずに所見の有無を1,000ヘルツの所に記入すること。 

 6 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の規定により都

道府県労働局長の指示を受けて行つた健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 7 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 8 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意

見を記入すること。 

 9 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 10 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措

置について歯科医師の意見を記入すること。 

元 4 19 2 4 20 3 4 18

良好

北野　博

良好

北野　博

良好

北野　博



30

印刷業

9 3

1

1

2

9

5 6

5 2

7

3

1 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

4

中央  太郎

株式会社 中央印刷社

東京都中央区日本橋〇-〇-〇

中央病院　東京都中央区日本橋10ｰ20ｰ30

株式会社 中央印刷社
令和3 〇 〇

代表取締役　加納  清一中央

〇〇〇〇〇〇〇〇03

103-0027

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書25
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鉄骨7階建住宅棟建設工事現場でトラッ
ククレーンでデッキ材をつり上げて3階へ
搬入中、つり荷が建物の梁に当たって斜
めになり、デッキ材が滑り落ちて足場上で
搬入作業を行っていた被災者の側頭部
に当たった。

労務安全課長　橋本雅也

1 3 1 0 8 8 1 2 3 4 5 0 0 0 総合工事業

ム コ ウ ダ ケ ン セ ツ カ ブ シ キ ガ イ シ ャ

向 田 建 設 株 式 会 社

第 一 住 宅 棟 建 設 工 事

東京都中野区本町〇-〇-〇 村沢・水野共同企業体

1 6 4 0 0 1 2

イ ト ウ 　 ケ ン

伊 東 健

5 5 5 1 2

1 2

0 8

9 3 0 4 1 6 1 6 3 0

40

型枠工 1 8

頭部骨折 側頭部 東京都中野区本町

令和3 4 20

新宿

向田建設株式会社
代表取締役　向田　明

6

03 〇〇〇〇 〇〇〇〇

労働者死傷病報告（OCR様式）
（死亡または休業４日以上の場合）

26
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様
式
第
2
4
号
（
第
9
7
条
関
係
）

 

労
働
者
死
傷
病
報
告
 

 
 

年
 

 
月
か
ら

 
 
年
 

 
月
ま
で
 

 
 

事
業

の
種

類
 

事
業
場
の
名
称
 

(
建
設
業
に
あ
つ
て
は
工

事
名
を
併
記
の
こ
と
。
)
 

事
業
場
の
所
在
地
 
電

話
 
労

働
者

数
 

 
 

 
 

 
 

（
 

 
）
 

 
 

被
災
労
働
者
の
氏
名
 

性
別
 
年
齢
 
職

種
 
派
遣
労
働

者
の
場
合

は
欄
に
〇
 
発
生
月
日
 
傷
病
名
及
び

傷
病
の
部
位
 
休
業

日
数
 

災
害

発
生

状
況
 

（
派
遣
労
働
者
が
被
災
し
た
場
合
は
、
派
遣
先
の
事
業
場
名
を
併
記
の
こ
と
。
） 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

 
 

男
・
女
 

歳
 
 

 
 

 
月

 
日
 
 

 
 

 
 

 

報
告
書
作
成
者
職
氏
名
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

事
業
者
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
基
準
監
督
署
長
殿
 

備
考

 
派
遣
労
働
者
が
被
災
し
た
場
合
、
派
遣
先
及
び
派
遣
元
の
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

物
品
配
送
業

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
駿
河
町
〇

－〇

2
16

1
3

4 6
42 27

5

静
岡

令
和
3

7

令
和

4
3

令
和 3

6

東
日
本
物
流
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

15
名

金
 子
 慎
 司

配
送
員

事
務
員

名
 取
 葉
 子

右
腕
及
び

腰
部
打
撲

左
足
首
捻
挫

倉
庫
で
積
荷
作
業
中
、
落
下
し
た
荷
物
で
右
腕
及
び
腰
部
を
打
っ
た
。

事
務
所
内
の
階
段
で
踏
み
は
ず
し
て
転
倒
し
た
。

総
務
部
長
　
高
橋
正
雄

東
日
本
物
流
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
宮
下
　
肇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

（休業１日以上３日以下の場合）
◆様式ダウンロード（厚生労働省「労働安全衛生規則関係様式」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/content/000737891.docx

https://www.mhlw.go.jp/content/000737891.docx
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標
準
字
体
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（ ※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（

）

（
男
女

職
員
が
記
入
し
ま
す
。

）

労

働

者

の

）

折
り
曲
げ
る
場
合
に
は

（ ▲ ）

の
所
を
谷
に
折
り
さ
ら
に
２
つ
折
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

支

給

不
支
給 不

支
給
の
理
由

決
定
決
議
書

）

1 5 64 9

1 6 7 0 0 5 3

3 5 2 428 6

山本　一郎

杉並区西荻南〇-〇-〇

49

鋳物工

10 40

第一工場長
三浦　良男

スギナミ ニシオギミナミ

田中病院
杉並区荻窪〇-〇-〇
左足首関節捻挫

高橋機械工業株式会社
杉並区荻窪〇-〇-〇
代表取締役　高橋　一郎

同　　上

新宿

田中

167　0053

167　0051

167　0051

3 5 27

杉並区西荻南〇-〇-〇
山本　一郎

〇〇〇〇〇〇〇〇03

〇〇〇〇〇〇〇〇03

3 5 27

〇〇〇〇〇〇〇〇03

鋳物工場内の2階倉庫から1階作業場に通じる階段において、木箱
（65×45×20cm）を倉庫から搬出作業中、後ろ向きに階段を下って
いたため足を踏み外し、約1.7ｍ下に転落し、左足首を捻挫した。

ク

1 3 1 0 8 1 2 3 4 5 6 0 0 0

副 署 長

ヤマモト イチロウ

療養補償給付たる療養の給付請求書（OCR様式）27
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標
準
字
体
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（ ※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（

）

（
男
女

職
員
が
記
入
し
ま
す
。

）

労

働

者

の

）

折
り
曲
げ
る
場
合
に
は

（ ▲ ）

の
所
を
谷
に
折
り
さ
ら
に
２
つ
折
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

支

給

不
支
給 不

支
給
の
理
由

決
定
決
議
書

）

1

コ ハ ゛ヤ シ ツク ゛オ

5 3 8 1 3 9 3 4 2

1 8 5 0 0 1 2

3

小林　次男 37

同　　上

コクブン ジ シ ホンチョウ

本橋病院
立川市錦町〇-〇-〇
左手首骨折

株式会社ビー・エム・プランニング

立川市錦町〇-〇-〇

代表取締役　阿川　正弘

立川

本橋

185　0012

190　0022

190　0022

3 4 26

3 4 25

042

1 3 1 1 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0

2

ハニーコーポ207

国分寺市本町〇-〇-〇

国分寺市本町〇－〇－〇 ハニーコーポ207

〇〇〇 〇〇〇〇

042 〇〇〇 〇〇〇〇

042 〇〇〇 〇〇〇〇

小林　次男

療養給付たる療養の給付請求書（OCR様式）28
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イ

立川市錦町〇丁目
〇〇銀行〇〇支店前市道

立川市錦町〇-〇-〇
川口　ヒサ

4 23 8 45

3

3

4 23
3 4 23

9 00

40

8 00

JR立川駅から会社まで徒歩で通勤中、錦町〇丁目〇〇
銀行〇〇支店前の市道で道路の縁石につまずき、転倒し、
左手首を骨折した。

立川市錦町〇-〇-〇
（株）ビー・エム・プランニング本社

042 〇〇〇 〇〇〇〇

自宅 JR
国分寺駅

JR
立川駅 会社

会社

〇〇銀行
〇〇支店

徒歩
15分

徒歩
15分

JR中央線
10分

↑
至国立

至日野
↓

JR
立
川
駅

×
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1 5 5 7 7 8

9 3 5 71

9 3 5 71 9 3 5 1 15 1

1 1 2 3 4 5 6 7

53

山口　太郎

02 7 1 0 9 1 松戸市本町〇-〇-〇

38

〇〇

松戸

山口太郎

63 3

令和3 6 5

令和3 6 1

株式会社加藤製作所
葛飾区金町〇-〇
代表取締役　加藤　一夫

125　0042

3 5 20

左腓骨下端部骨折
令和3 令和35 17 5 31 15 11

令和3 令和35 17 5 31 15 15

3 5 31

葛飾区金町〇-〇
佐藤病院
佐藤　繁

向島

271 0091

125 0042

松戸市本町〇-〇-〇
山口　太郎

同　　上

1 3 1 1 2 1 2 3 4 5 6 0 0 0

ヤ マ ク ゛チ タ ロウ

ヤマク ゛チ タ ロウ

03 〇〇〇〇 〇〇〇〇

03 〇〇〇〇 〇〇〇〇

047 〇〇〇〇 〇〇〇〇

休業補償給付支給請求書（OCR様式）29
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当社第2倉庫の入り口で、18リットル入りの白灯油缶を倉庫
に入れて保管するため、トラックの荷台から両手でかかえて一
缶ずつ運搬中、コンクリートの床面にこぼれていた油で足をす
べらせ、灯油缶を左足に落とし、左腓骨下端部を骨折した。

30
3030

トラック運転者 1 11,788 88
8 5
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1 3 1 1 2 1 2 3 4 5 6 0 0 0 山口　太郎 53 17

平成16 4 1

住宅
皆勤

残業

2
2

1
29

3
3

1
31

4
4

1
30

末

300,000
29

12,000
10,000

322,000

300,000
31

12,000
10,000

322,000

300,000
12,000
10,000

322,000

900,000
9030

36,000
30,000

966,000
2
2

1
29

3
3

1
31

4
4

1
30

20
29

35,000

35,000

22
31

27,000

27,000

21

33,000

33,000

63
9030

95,000

95,000
357,000 349,000 355,000 1,061,000

1,061,000 90 11,788 88

966,000
95,000

10,733 33 904 76
63
90

11,638
904

10,733

09
76
33
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解雇通知書30

3　13

山 田 太 郎

早 川 芳 郎

33 31

令和

令和

令和2年10月より、遅刻、無断欠勤により出勤常ならず、令和3年1月

30日及び同年２月20日に厳重注意したにもかかわらず、その後も改め

られないこと。
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様
式
第
2
号
（
第

7条
関
係
）

 
解
雇
制
限

 
 
除
外
認
定
申
請
書

 
解
雇
予
告

 
  

 
事
業
の
種
類

 
事
業
の
名
称

 
事
業
の
所
在
地

 
 

 
 

天
災
事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
に

 
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
具
体
的
事
情

 
除
外
を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
者
の
範
囲

 

 
業
務
上
の
傷
病
に
よ
り
療
養
す
る
も
の

 
男

 
 
 
人

 
女

 
 
 
人

 

計
 
 
 
 
 
人

 

産
前

産
後

の
女

性
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人

 

法
第

2
0
条
第

1
項
但
書
前
段
の
事
由
に

 
基
づ
き
即
時
解
雇
し
よ
う
と
す
る
者

 
男

 
 
 
人

 
女

 
 
 
人

 
計

 
 
 
 
 
人

 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 

使
用
者

 
職
名

 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長

 
殿

 
八
代

機
械
部
品
製
造
業

七
星
工
業
株
式
会
社
　
八
代
工
場

熊
本
県
八
代
郡
氷
川
町
宮
原
〇
-〇

令
和
〇
年
8
月
〇
日
の
台
風
〇
号
に
と
も
な
う

集
中
豪
雨
の
た
め
河
川
が
氾
濫
し
、
建
物
の
大

部
分
が
浸
水
、
崩
壊
し
、
再
建
不
能
と
な
っ
た

た
め
。（
別
添
資
料
参
照
）

0
0

5
20

0 7

令
和
〇

8
27

七
星
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

朝
倉
　
千
津
夫

解雇予告除外認定申請書
（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合）
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new02.docx

31

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new02.docx
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様
式
第
3
号
（
第

7条
関
係
）

 
解
雇
予
告
除
外
認
定
申
請
書

 
 

事
業
の
種
類

 
事
業
の
名
称

 
事
業
の
所
在
地

 

 
 

 

労
働
者
の
氏
名

 
性
別

 
雇
入
年
月
日

 
業
務
の
種
類

 
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由

 

 
男

 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
男

 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
男

 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
男

 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
男

 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 

使
用
者

 
職
名

 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長
 
殿

 
秋
田

食
品
製
造
業

花
丸
食
品
株
式
会
社
　
本
社

秋
田
県
秋
田
市
山
王
〇
-〇
-〇

令
和
3

4
20

花
丸
食
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
原
　
昭

田
中
太
郎

令
和
2
年
6
月
1
日
頃
よ
り
6
回
に
わ
た
り
、
帳
簿
上
の
記
載
を

偽
り
、
60
0,
00
0
円
を
着
服
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
も
の
。

（
別
添
資
料
参
照
）

平
成
8

4
1

経
理
事
務

（労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合）
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new03.docx

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new03.docx


42

退 職 証 明 書 
 

  殿  
 

 以下の事由により、あなたは当社を  年  月  日に退職したこと 

を証明します。  

 

 年  月  日 

 事業主氏名又は名称  

 使 用 者 職 氏 名           

 

 

① あなたの自己都合による退職 （②を除く。） 
② 当社の勧奨による退職 
③ 定年による退職 
④ 契約期間の満了による退職 
⑤ 移籍出向による退職 
⑥ その他（具体的には  ）による退職 
⑦ 解雇（別紙の理由による。） 

 

※ 該当する番号に○を付けること。 
※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「（別紙の理由による）」
を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 

岸野より江 　　　　　

ジェイ・ガーデン株式会社
代表取締役
御苑生ゆかり

令和3 3 31

令和3 3 31

退職証明書
◆様式ダウンロード（東京労働局「様式集」）
PDF形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/13.pdf
Word形式 �https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/

relation/13.doc

32

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/13.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/13.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/13.doc
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/13.doc
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別 紙 

ア 天災その他やむを得ない理由（具体的には、  

  

  によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇 

 

イ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、  

  

  となったこと。）による解雇 

 

ウ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが  

  

  したこと。）による解雇 

 

エ 業務について不正な行為（具体的には、あなたが  

  

  したこと。）による解雇 

 

オ 相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること（具体的には、あなたが 

  

  

  したこと。）による解雇 

 

カ その他（具体的には、  

  

  ）による解雇 

 

 
※ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（ ）の中に記入すること。 

令和3年2月20日から3月30日までの間、会社から再三出勤督促
したにもかかわらず、何らかの正当な理由もなく無断欠勤したこ
とが、就業規則第56条の解雇事由に該当
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木村  良一
キ ムラ リョウイチ

世田谷区梅丘〇ｰ〇ｰ〇　ベルコーポ303

9 8

8 8 8 8

07 6

6

5

5

4

4

4

4

3

3

2 2

3

2

2

3 2

2 2 2 2 22

1

1

9 0 1

4321

0

0

1 4

0 0 0

0 5 8

11

0 0

0

株式会社 東都ビル管財

本人から転職の申出があったため

文京区後楽〇-〇-〇

株式会社 東都ビル管財

03ｰ5803ｰ9999
飯田橋

3

元 4 16

3 6

雇用保険被保険者資格喪失届33
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雇用保険被保険者離職証明書・離職票−１・２34

木村  良一

木村  良一

キ ムラ リョウイチ

世田谷区梅丘〇-〇-〇
ベルコーポ303

154ｰ0022

03 3456〇〇〇〇

文京区後楽〇-〇-〇

文京区後楽1-2-3

2 1

1 1 1 31

12 1 12 31

11 1 11 30

10 1 10 31

9 1 9 30

8 1 8 18 31 8 31

7 1 7 31

6 1 6 30

5 1 5 31

4 1 4 30

31

28

31

30

31

30

2 1

1 1 1 31

12 1 12 31

11 1 11 30

10 1 10 31

9 1 9 30

31

28

31

30

31

30

290,000

290,000

290,000

290,000

290,000

290,000

290,00031 31

31

30

31

3 1 3 31 31

30

株式会社東都ビル管財

株式会社東都ビル管財
代表取締役　池山  直治

03ｰ5803ｰ9999

654321 4321 0
8 8 8 8 3

2 28
2 2 2 2 2

3
2
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本人から希望する職種で他社に採用されたので転職したいとの申出があったため

木村  良一
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木村  良一
キ ムラ リョウイチ

世田谷区梅丘〇-〇-〇
ベルコーポ303

154ｰ0022

03 3456〇〇〇〇

文京区後楽〇-〇-〇

文京区後楽1-2-3

2 1

1 1 1 31

12 1 12 31

11 1 11 30

10 1 10 31

9 1 9 30

8 1 8 31

7 1 7 31

6 1 6 30

5 1 5 31

4 1 4 30

31

28

31

30

31

30

2 1

1 1 1 31

12 1 12 31

11 1 11 30

10 1 10 31

9 1 9 30

31

28

31

30

31

30

8 1 8 31 31

290,000

290,000

290,000

290,000

290,000

290,000

290,00031

31

30

31

3 1 3 31 31

30

株式会社東都ビル管財

株式会社東都ビル管財
代表取締役　池山  直治

03-5803-9999

654321 4321 0
8 8 8 8 3

2 28
2 2 2 2 2

3
2
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本人から希望する職種で他社に採用されたので転職したいとの申出があったため

同　上

木村  良一

転職希望による自己都合退職
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様
式
第
1
号
（
第

1条
関
係
）

 
使
用
許
可
申
請
書

 
 

事
業
の
種
類

 
事
業
の
名
称

 
事
業
の
所
在
地

 

 
 

 

児
童
の
氏
名

 
性

別
 

生
年
月
日

 
住

所
 

 
男

 
・
 
女

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
 

児
童
の
就
く
業
務
内
容

 
労

働
時

間
 

 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 

使
用
者

 
職
名

 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
労
働
基
準
監
督
署
長

 
殿

 
 記
載
心
得
 
労
働
時
間
の
欄
は
修
学
時
間
を
（
 

 
）
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

牛
乳
販
売
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
牛
乳
株
式
会
社

長
岡
営
業
所

新
潟
県
長
岡
市
新
町
〇
-〇
-〇

片
　
岡
　
　
淳

平
成
18

5
22

新
潟
県
長
岡
市
新
町
〇
-〇
-〇

牛
乳
の
配
達

午
前
5
時
30
分
か
ら
　

午
前
6
時
30
分
ま
で

令
和
3

4
27

長
　
岡

フ
ァ
ミ
リ
ー
牛
乳
株
式
会
社
　
長
岡
営
業
所

営
業
所
長
　
沢
田
　
学

5
時
間
授
業

児童の使用許可申請書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new16.docx

35

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new16.docx


51

年少者に関する証明願の例36

令和3 　　3 　　20

長岡

新潟県長岡市新町〇-〇-〇

　片岡　美佐子

令和3 3 20

新潟県長岡市新町〇-〇-〇 片岡　美佐子

片岡　淳 平成18 5 22 子

長岡
〇〇〇〇

下記のとおり住民票に記録があることを証明願います。
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児童に関する証明申請書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」より）
Word形式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/17.docx

37

 別紙 

                        年  月  日 

    中学校長      殿 

                 使用者職氏名           ○印 

証  明  申  請  書 
 下記生徒を労働者として使用するにつき、労働基準法第 56 条第 2 項の規定により修学に  

差し支えないことを証明願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載上の注意等） 

① 父及び母が親権者である場合は双方とも署名捺印すること。 
② 「生徒の就く業務の内容」欄は、新聞販売業については、朝・夕刊の区別も記入すること。演劇の事業につい
ては、公演の名称及びその期間についても記入すること。 

③ 学校長の証明書の「生徒の修学時間」の欄は、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間
から休憩時間（昼食時間を含む）を除いた時間で、実際に生徒が修学すると見込まれる時間を記入すること。な
お、労働基準法では、児童を修学時間外においてのみ使用することができ、休憩時間を除き修学時間を通算して
１週間について 40時間、１日について７時間を超えて労働させてはならないものとされています。 

④ 労働基準法では、賃金は直接本人に支払われる必要があります。また、演劇子役の就労については、稽古及び
衣装替えの時間等も原則として労働時間に含まれます。 

⑤ 就労後の状況により学業又は健康に悪い影響を及ぼすおそれが生じたと認められる児童については、就労を差
し控えるよう学校において指導することとされていますので、本人、親権者、使用者、学校においては十分御留
意下さい。 

 
 

同  意  書 

本人氏名が事業所の名称において、 

上記労働条件で働くことに同意します。 

 
  年  月  日 

 
 
 
親権者（後見人）氏名         ○印 
 
 
本  人  氏  名         ○印 
 
 

証  明  書 

 本校第  学年  組生徒の氏名（生年月

日）が上記条件で働くことについては、修学

に差し支えないことを証明します。 

 
  年  月  日 

 
学校長氏名         ○印 

事 

業 

の 

概 

要 

事業の名称 

事業の所在地 

事業の種類及び内容  

労 働 者 数 

 

                     （電話       ） 

 

 

労 

働 

条 

件 

の 

概 
要 

労 働 時 間 
 

生徒の氏名  性別 男・女 年 組 

雇用契約期間 
 

定めない・定める（自  年 月 日 至  年 月 日） 

１週間実働  時間・１日実働最長  時間（自  時 至  時）  
 

労働日及び休日 労働日 毎週  曜日，その他   

賃     金 月 給   円・日 給   円 
時間給   円・出来高給   円 

生徒の就く業務の内容 
 

締切日毎月      日 
支払日毎月      日 

生徒の 
修 学 
時 間 

 

学
年 

生年 
月日 

年 月 日生 
（満  才） 

総
数 

 
人 

 
人 

義務教育を終了した者  
人 

休
日 連日・毎週  曜日・ 日おき 

月 火 水 木 金 土 計 

       

義務教育を終了していない者  

長岡市立

ファミリー牛乳　長岡営業所
営業所長　沢田　学

令和3　　 3　　 22

片岡　淳

島崎　豊

14

ファミリー牛乳　長岡営業所

長岡市新町〇-〇-〇 〇〇〇〇－〇〇〇〇

牛乳販売業

10

 5
30分

 6
30分

8

1

2

日

870
20
25

牛乳の配達

令和3 　　3 　　22

片岡　美佐子

2 A

島崎　豊

ファミリー牛乳
長岡営業所片岡　淳

片岡　淳

片岡　淳

〇〇

長岡市立〇〇中学校　校長

平成18 5 222 A

令和3 3 24

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/17.docx
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無期労働契約転換申込書・受理通知書38

笠原　則之

笠原　則之

製造 第１
〇 2 20

小柳　幸雄

ミツワ電子
〇 3 1

令和

令和

　私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を

超えますので、労働契約法第18条の第１項規定に基づき、期間の定めのない

労働契約への転換の申込みをします。

〇 2 20　あなたから令和　　年　　月　　日に提出された無期労働契約転換申込書

については、受理しましたので、通知します。
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派遣労働者の就業条件明示書
◆様式ダウンロード（厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」より）
PDF形式 �https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meijisho.pdf
Excel形式 �https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meijisho.xls

39

　　　 　　　 　　　

　   

　

　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　 　　　

　　　 　　　 　　　

　 　　　

　　　　 　

　　　 　　

　 　　　 　　 　　　　　 　 　 　 　　 　

　　　　 　　　 　　 　　　　　 　 　 　　 　 　

　

 

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

河合　早紀
ぱるスタッフィング株式会社

2 9 18

9 00 18 00
12 00 13 00

4 45

1102
1105
1105

3093

営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分け・発送の業務

土、日を除く毎日

ぱるスタッフィング株式会社
派遣事業運営係長

別紙明細参照　　（※別紙略）

本社内の診療所、職員食堂、職員休憩室の利用可。制服の貸与あり。

派遣社員の責めに帰すべき事由によらず派遣契約が中途解除された場合は、新たな就業機会の
確保、休業手当の支払いその他必要な措置を講じる。（詳細は別紙参照）　※別紙略

国内マーケティング部営業課
国内マーケティング部
営業課総務係長 木下　裕司

土屋　圭吾

総務部秘書課
人事係長

派遣事業運営
係主任 大槻ことみ

篠原　純総務部秘書課
人事係主任

宮原　珠代

ビー・ピーサテライト株式会社本社　国内マーケティング部営業課総務係

〒100-0005 東京都千代田区丸の内〇-〇-〇

東京都新宿区西新宿〇-〇-〇

代表取締役 渡辺　俊彦

03（〇〇〇〇）
〇〇〇〇

03（〇〇〇〇）
〇〇〇〇
内線   5720

03（〇〇〇〇）
〇〇〇〇
内線   389

03（〇〇〇〇）〇〇〇〇内線384

03（〇〇〇〇）〇〇〇〇内線5721

派遣終了後、当該派遣労働者をビー･ピーサテライト株式会社が雇用する場合には、職業紹介を経由して行うこととし、手数料として、
同社は、ぱるスタッフィング株式会社に対して、支払われた賃金額の○分の○に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き
６カ月を超えて雇用された場合にあっては、６カ月間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の○分の○に相当する額とする。

●労働者派遣に関する料金　日額〇〇〇〇〇円
●派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間
制限の抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meijisho.pdf
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meijisho.xls
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　解雇、賃金の引き下げ、配置転換、いじめ・パワハラなど職場でトラブルになった場合は、
全国の都道府県労働局やその管轄内の労働基準監督署などに設けられている「総合労働相談
コーナー」を利用することができます。総合労働相談コーナーでは、無料で個別労働紛争の
解決援助サービスを提供しています。

都道府県労働局内　総合労働相談コーナー一覧
（総合労働相談コーナーは、このほかに各労働基準監督署内などにも設けられています。）

北海道

北海道労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/）

〒060-8566
札幌市北区北8条西2-1-1　札幌第1合同庁舎9階 011-707-2700

東北

青森労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/）

〒030-8558
青森市新町2-4-25　青森合同庁舎8階 017-734-4211

岩手労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/）

〒020-8522
盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

宮城労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/）

〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1　仙台第四合同庁舎 022-299-8834

秋田労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/）

〒010-0951
秋田市山王7-1-3　秋田合同庁舎4階 018-862-6684

山形労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/）

〒990-8567
山形市香澄町3-2-1　山交ビル3階 023-624-8226

福島労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/）

〒960-8021
福島市霞町1-46　福島合同庁舎5階 024-536-4600

関東

茨城労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/）

〒310-8511
水戸市宮町1-8-31　茨城労働総合庁舎6階 029-277-8295

栃木労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/）

〒320-0845
宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795

群馬労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/）

〒371-8567
前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎8階 027-896-4677

都道府県労働局総合労働相談コーナー一覧
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埼玉労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/）

〒330-6016
さいたま市中央区新都心11-2　ランド・アクシス・タワー16階 048-600-6262

千葉労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/）

〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1　千葉第二地方合同庁舎 043-221-2303

東京労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/）

〒102-8305
千代田区九段南1-2-1　九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

神奈川労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/）

〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57　横浜第二合同庁舎13階 045-211-7358

中部

新潟労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/）

〒950-8625
新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3501

富山労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/）

〒930－8509
富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎4階 076-432-2740

石川労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/）

〒920-0024
金沢市西念3-4-1　金沢駅西合同庁舎 076-265-4432

福井労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/）

〒910-8559
福井市春山1-1-54　福井春山合庁9階 0776-22-3363

山梨労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/）

〒400-8577
甲府市丸の内1-1-11 055-225-2851

長野労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/）

〒380-8572
長野市中御所1-22-1　4階 026-223-0551

岐阜労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/）

〒500-8723
岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎4階 058-245-8124

静岡労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/）

〒420-8639
静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎5階 054-252-1212

愛知労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/）

〒460-8507
名古屋市中区三の丸2-5-1 052-972-0266
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近畿

三重労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/）

〒514-8524
津市島崎町327-2 059-226-2110

滋賀労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/）

〒520-0806
大津市打出浜14-15　滋賀労働総合庁舎4階 077-522-6648

京都労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/）

〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 075-241-3221

大阪労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/）

〒540-8527
大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎第2号館8階 06-7660-0072

兵庫労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/）

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー15階 078-367-0850

奈良労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/）

〒630-8570
奈良市法蓮町387　奈良第三地方合同庁舎 0742-32-0202

和歌山労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/）

〒640-8581
和歌山市黒田2-3-3 073-488-1020

中国

鳥取労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/）

〒680-8522
鳥取市富安2-89-9 0857-22-7000

島根労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/）

〒690-0841
松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎 0852-20-7009

岡山労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/）

〒700-8611
岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎3階 086-225-2017

広島労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/）

〒730-8538
広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎2号館5階 082-221-9296

山口労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/）

〒753-8510
山口市中河原町6-16 083-995-0398
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四国

徳島労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/）

〒770-0851
徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎4階 088-652-9142

香川労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/）

〒760-0019
高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎北館2階 087-811-8924

愛媛労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/）

〒790-8538
松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎6階 089-935-5208

高知労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/）

〒781-9548
高知市南金田1-39 088-885-6027

九州・沖縄

福岡労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/）

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎新館4階 092-411-4764

佐賀労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/）

〒840-0801
佐賀市駅前中央3-3-20 0952-32-7218

長崎労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/）

〒850-0033
長崎市万才町7-1　TBM長崎ビル3階 095-801-0023

熊本労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/）

〒860-8514
熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎A棟9階 096-312-3877

大分労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）

〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-0110

宮崎労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/）

〒880-0805
宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821

鹿児島労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/）

〒892-8535
鹿児島市山下町13-21 099-223-8239

沖縄労働局（https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/）

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-6060
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